
土地利用事業の手続きの流れ 

 

 事 業 計 画 の 相 談   （政策調整課） 

 
 

 庁 内 関 係 各 課 と の 事 前 相 談   （相談先一覧参照） 

. 
 

 事 業 協 議 書 の 提 出   正本 1 部、副本 1 部を政策調整課へ提出. 

 
 
 事 前 協 議 書 の 受 付  
 

《２週間程度》     
           現 地 調 査  

※必要に応じて実施 
 
 庁内関係各課による意見・要望  
              

                   （特別な案件） 
               土 地 利 用 対 策 委 員 会 
     【審議終了】         【審議終了】 
     《２週間程度》        《３週間程度》 
 意 見 ・ 指 導 事 項 を 通 知  
 
 

 意見・指導事項に対する回答   

 
 
 庁内関係各課による回答の確認   
 
 
 事 前 協 議 終 了 通 知  
 
 
 協 定 定 書 締 結 ※必要があると認めたとき 
 

        申請者より、相談・協議・回答いただくもの 
 


